
(57)【要約】

異なる撮像モダリティーによって捕捉される画像の解剖

学的な適合は、診断撮像において重要な役割を担う。一

般的な医学では、このような適合は、適合されるべき情

報を含むデータセットが捕捉された後で、標準の後処理

アルゴリズムを利用して行われる。本発明は、対象物に

対する第１の撮像モダリティー（１）の位置及び向きに

関する情報を用いて解剖学的に適合された画像を捕捉す

る方法を提供する。第１の撮像モダリティーを手段とし

て捕捉される第１のデータセットから関連のある画像を

選択する際、この画像に対する第１の撮像機器の位置を

明確に定義する座標が定められる。これら座標は、第２

の撮像モダリティー（２）に利用できるようにされ、第

２の撮像モダリティーがこの座標に従って調節される。

第２の撮像モダリティーによって捕捉される画像が、従

って、第１の画像と解剖学的に適合される。
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【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【 請 求 項 １ 】
少 な く と も ２ 台 の 撮 像 医 用 機 器 を 含 む シ ス テ ム を 用 い て 解 剖 学 的 に 適 合 す る 画 像 を 生 成 す
る 方 法 で あ っ て 、
第 １ の 機 器 を 用 い て 第 １ の 画 像 を 含 む デ ー タ セ ッ ト を 捕 捉 す る 段 階 と 、
上 記 デ ー タ セ ッ ト か ら 上 記 第 １ の 画 像 を 含 む 面 を 選 択 す る 段 階 と 、
上 記 第 １ の 画 像 を 含 む 上 記 面 に 対 し て 上 記 第 １ の 機 器 に 対 す る 第 １ の 座 標 を 割 り 当 て る 段
階 と 、
上 記 第 １ の 座 標 を 第 ２ の 装 置 に 利 用 で き る よ う に す る 段 階 と 、
上 記 第 １ の 座 標 に 従 っ て 上 記 第 ２ の 機 器 を 調 節 す る 段 階 と 、
上 記 調 節 を 利 用 し て 第 ２ の 画 像 を 形 成 す る 段 階 と を 有 す る こ と を 特 徴 と す る 方 法 。
【 請 求 項 ２ 】
上 記 第 １ の 座 標 は 、 上 記 シ ス テ ム に 含 ま れ る コ ン ピ ュ ー タ を 用 い て 利 用 で き る 請 求 項 １ 記
載 の 方 法 。
【 請 求 項 ３ 】
各 接 続 さ れ た 医 用 機 器 に 関 し て 、 上 記 コ ン ピ ュ ー タ に 存 在 す る テ ー ブ ル に 基 準 座 標 系 が 記
憶 さ れ る 請 求 項 ２ 記 載 の 方 法 。
【 請 求 項 ４ 】
第 ２ の 基 準 座 標 系 は 、 上 記 コ ン ピ ュ ー タ を 用 い て 上 記 第 １ の 基 準 座 標 系 か ら 計 算 さ れ る 請
求 項 ２ 又 は ３ 記 載 の 方 法 。
【 請 求 項 ５ 】
上 記 第 １ の 画 像 を 含 む 上 記 デ ー タ セ ッ ト は 、 上 記 第 １ の 撮 像 医 用 機 器 を 用 い て 捕 捉 さ れ た
後 、 上 記 コ ン ピ ュ ー タ に 記 憶 さ れ る 請 求 項 １ 記 載 の 方 法 。
【 請 求 項 ６ 】
上 記 第 １ の 座 標 は 、 上 記 ２ 台 の 撮 像 医 用 機 器 を 直 接 的 に 相 互 接 続 す る ケ ー ブ ル を 介 し て 利
用 で き る 請 求 項 １ 記 載 の 方 法 。
【 請 求 項 ７ 】
第 １ の 画 像 を 捕 捉 す る 第 １ の 撮 像 医 用 機 器 と 、
上 記 第 １ の 画 像 に 解 剖 学 的 に 対 応 す る 第 ２ の 画 像 を 捕 捉 す る 第 ２ の 撮 像 医 用 機 器 と を 有 す
る 、 請 求 項 １ 記 載 の 方 法 を 実 施 す る シ ス テ ム で あ っ て 、
上 記 第 １ の 画 像 を 含 む 面 に 対 し て 上 記 第 １ の 撮 像 医 用 機 器 に 対 す る 第 １ の 座 標 を 割 り 当 て
る 手 段 と 、
上 記 第 １ の 座 標 を 上 記 第 ２ の 機 器 に 利 用 で き る よ う に す る 手 段 と 、
上 記 第 １ の 座 標 に 従 っ て 上 記 第 ２ の 機 器 を 調 節 す る 調 節 手 段 が 設 け ら れ る 第 ２ の 撮 像 医 用
機 器 と を 有 す る こ と を 特 徴 と す る シ ス テ ム 。
【 請 求 項 ８ 】
上 記 第 １ の 座 標 を 上 記 第 ２ の 撮 像 医 用 機 器 に 利 用 で き る よ う に す る よ う 配 置 さ れ る コ ン ピ
ュ ー タ を 含 む 請 求 項 ７ 記 載 の シ ス テ ム 。
【 請 求 項 ９ 】
上 記 各 接 続 さ れ た 撮 像 医 用 機 器 に 対 し て 基 準 座 標 系 が 記 憶 さ れ る テ ー ブ ル が 上 記 コ ン ピ ュ
ー タ に 設 け ら れ る 請 求 項 ８ 記 載 の シ ス テ ム 。
【 請 求 項 １ ０ 】
上 記 第 １ の 撮 像 医 用 機 器 は Ｍ Ｒ Ｉ 機 器 で あ り 、 上 記 第 ２ の 撮 像 医 用 機 器 は Ｘ 線 機 器 で あ り
、 上 記 ２ 台 の 機 器 は デ ー タ 伝 送 ケ ー ブ ル を 用 い て 相 互 接 続 さ れ る 請 求 項 ７ 記 載 の シ ス テ ム
。
【 発 明 の 詳 細 な 説 明 】
【 ０ ０ ０ １ 】
本 発 明 は 、 少 な く と も ２ 台 の 撮 像 医 用 機 器 を 含 む シ ス テ ム を 手 段 と し て 解 剖 学 的 に 適 合 す
る 画 像 を 生 成 す る 方 法 に 関 わ る 。
【 ０ ０ ０ ２ 】
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本 発 明 は 、 こ の 方 法 を 実 施 す る シ ス テ ム に も 関 わ る 。
【 ０ ０ ０ ３ 】
現 代 医 学 で は 、 複 数 の 撮 像 医 用 機 器 を 用 い て 患 者 を 検 査 す る こ と が 時 と し て 望 ま し く 、 こ
の と き 各 撮 像 医 用 機 器 は 、 診 断 或 い は 更 な る 治 療 の た め に 独 自 の デ ー タ セ ッ ト を 生 成 す る
。 頭 蓋 疾 患 の 評 価 は 、 こ の よ う な 多 設 備 診 断 の 例 で あ る 。 Ｍ Ｒ 装 置 が 軟 ら か い 組 織 を 撮 像
す る の に 適 切 な 診 断 設 備 と な る こ と が 公 知 で あ る 。 例 え ば 、 頭 蓋 腫 瘍 の 場 合 に は 、 例 え ば
、 Ｃ Ｔ 機 器 、 及 び 、 可 能 性 と し て さ ら に は Ｐ Ｅ Ｔ ス キ ャ ナ を 用 い て 患 者 の 関 心 領 域 を 更 に
撮 像 す る こ と が 望 ま し い 。 疾 患 の 位 置 を 決 定 す る た め に は 、 こ の よ う な 撮 像 医 用 機 器 に よ
っ て 生 成 さ れ る ボ リ ュ ー ム デ ー タ を 比 較 し 適 合 す る こ と が 必 要 で あ る 。 現 代 医 学 で は 、 全
て の 組 の ボ リ ュ ー ム デ ー タ が 互 い に 無 関 係 に 捕 捉 さ れ 、 解 剖 学 的 に 適 合 す る 画 像 を 実 現 す
る よ う な 幾 何 学 の 適 合 は 、 関 連 す る デ ー タ セ ッ ト の 選 択 及 び コ ン ピ ュ ー タ 再 構 成 に よ っ て
回 想 的 に 実 施 さ れ る 。
【 ０ ０ ０ ４ 】
撮 像 医 用 機 器 に よ っ て 生 成 さ れ る 、 異 な る 画 像 に 対 す る 幾 何 学 を 回 想 的 に 適 合 す る こ の よ
う な 方 法 は 、 Ｆ ． Ｗ ． Ｚ ｏ ｎ ｎ ｅ ｖ ｅ ｌ ｄ に よ る “ Ａ 　 ｄ ｅ ｃ ａ ｄ ｅ 　 ｏ ｆ 　 ｃ ｌ ｉ ｎ ｉ
ｃ ａ ｌ 　 ｔ ｈ ｒ ｅ ｅ － ｄ ｉ ｍ ｅ ｓ ｉ ｏ ｎ ａ ｌ 　 ｉ ｍ ａ ｇ ｉ ｎ ｇ ： ａ 　 ｒ ｅ ｖ ｉ ｅ ｗ ” ， Ｉ
ｎ ｖ ｅ ｓ ｔ ｉ ｇ ａ ｔ ｉ ｖ ｅ 　 Ｒ ａ ｄ ｉ ｏ ｌ ｏ ｇ ｙ ， ２ ９ ， Ｎ ｏ ． ７ ， １ ９ ９ ４ に よ る 文 献
か ら 公 知 で あ る 。 引 用 さ れ る 発 行 物 は 、 異 な る 撮 像 医 用 機 器 に よ っ て 既 に 生 成 さ れ た デ ー
タ セ ッ ト か ら 解 剖 学 的 に 対 応 す る 画 像 を 適 合 す る 方 法 を 記 載 す る 。 撮 像 さ れ る べ き 対 象 物
は 、 様 々 な 頭 蓋 疾 患 、 例 え ば 、 腫 瘍 或 い は 神 経 血 管 の 異 常 で も よ い 。 撮 像 さ れ る べ き 対 象
物 を 適 合 す る 公 知 の 方 法 は 、 他 の ア ル ゴ リ ズ ム 、 例 え ば 、 画 像 再 構 成 ア ル ゴ リ ズ ム と 組 み
合 わ せ て パ タ ー ン 認 識 ア ル ゴ リ ズ ム を 利 用 す る 。 公 知 の 適 合 方 法 は 、 関 連 す る 対 象 物 の 適
合 が 回 想 的 に だ け 行 わ れ 、 画 像 の 適 合 が 元 の 画 像 の 幾 何 学 的 な 歪 み に よ っ て 影 響 を 与 え ら
れ 得 る と い っ た 欠 点 を 有 す る 。 更 に 、 こ の よ う な 適 合 方 法 は 、 一 般 的 に 非 常 に 時 間 が か か
り 、 そ の 成 功 は 使 用 さ れ る 適 合 ア ル ゴ リ ズ ム に 非 常 に 依 存 す る 。 更 に 、 こ の よ う な 方 法 の
実 行 は ユ ー ザ と の 対 話 を 必 要 と す る 。 こ れ ら の 問 題 は 、 介 入 に よ る 全 て の 副 作 用 を 最 小 化
す る よ う 速 く あ る べ き だ け で な く 、 非 常 に 正 確 で な く て は な ら な い 頭 蓋 の 介 入 の 場 合 に 特
に 重 要 と な る 。
【 ０ ０ ０ ５ 】
本 発 明 は 、 予 想 し て 、 異 な る 撮 像 威 容 機 器 の 幾 何 学 を 適 合 す る こ と で 解 剖 学 的 に 対 応 す る
画 像 を 生 成 す る 方 法 を 提 供 す る こ と を 目 的 と す る 。 こ の た め に 、 本 発 明 に よ る 方 法 は 、 第
１ の 機 器 を 用 い て 第 １ の 画 像 を 含 む デ ー タ セ ッ ト を 捕 捉 し 、 デ ー タ セ ッ ト か ら 第 １ の 画 像
を 含 む 面 を 選 択 し 、 第 １ の 画 像 を 含 む 面 に 第 １ の 機 器 に 対 す る 第 １ の 座 標 を 割 り 当 て 、 第
２ の 機 器 に 第 １ の 座 標 を 利 用 で き る よ う に し 、 第 １ の 座 標 に 従 っ て 第 ２ の 機 器 を 調 節 し 、
上 記 調 節 を 利 用 し て 第 ２ の 画 像 を 形 成 す る 。 こ の 方 法 に 従 い 、 第 １ の 撮 像 医 用 機 器 を 手 段
と し て 患 者 の デ ー タ セ ッ ト の 最 初 の 捕 捉 が 実 施 さ れ る 。 こ の デ ー タ セ ッ ト の 空 間 位 置 と 向
き を 第 １ の 撮 像 医 用 機 器 の 空 間 調 節 に 関 連 付 け る た め に 、 第 １ の 撮 像 医 用 機 器 に 対 す る 座
標 が 上 記 デ ー タ セ ッ ト に 割 り 当 て ら れ る 。 一 般 的 に デ ー タ セ ッ ト は 、 二 次 元 デ ー タ セ ッ ト
又 は 三 次 元 デ ー タ セ ッ ト で も よ い 。 二 次 元 デ ー タ セ ッ ト が 患 者 の 断 面 に 限 定 さ れ 、 三 次 元
デ ー タ セ ッ ト は 幾 つ か の 二 次 元 面 を 含 ん で も よ く 、 或 い は 固 有 の 三 次 元 ボ リ ュ ー ム デ ー タ
か ら 成 っ て も よ く 、 つ ま り 、 こ の デ ー タ を 記 憶 す る 際 に 面 の ど の 構 造 も ま だ 区 別 さ れ て い
な い 。 概 し て 、 診 断 に 関 連 す る 情 報 を 含 む 面 は 、 元 の 二 次 元 デ ー タ セ ッ ト の 面 の 一 つ に 対
応 し な い 。 第 １ の 画 像 を 含 む 面 を 選 択 又 は 再 構 成 す る 選 択 段 階 は 、 デ ー タ セ ッ ト が 三 次 元
ボ リ ュ ー ム デ ー タ セ ッ ト で あ る と き も 必 要 で あ る 。 こ の デ ー タ 処 理 段 階 は 、 本 質 的 に 公 知
の 再 構 成 ア ル ゴ リ ズ ム を 手 段 と し て 実 施 さ れ 得 る 。 第 １ の 画 像 を 含 む 面 を 選 択 し た 後 、 第
１ の 撮 像 医 用 機 器 に 対 す る 第 １ の 座 標 が こ の 面 に 割 り 当 て ら れ る 。 第 １ の 面 は 、 従 っ て 、
第 １ の 撮 像 医 用 機 器 に 関 し て 特 徴 付 け ら れ る 。
【 ０ ０ ０ ６ 】
第 ２ の 撮 像 医 用 機 器 を 用 い て 解 剖 学 的 に 対 応 す る 画 像 を 生 成 す る た め に は 、 こ の 機 器 は 第
１ の 座 標 に 従 っ て 調 節 さ れ な く て は な ら な い 。 こ れ は 、 第 １ の 座 標 を 第 ２ の 機 器 が 利 用 で
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き る よ う に す る こ と で 可 能 と な る 。 概 し て 、 第 １ の 座 標 に 従 う 第 ２ の 機 器 の 調 節 に 関 し て
第 ２ の 機 器 が い わ ゆ る 座 標 変 換 を 実 施 し 、 第 １ の 面 に 対 応 す る 第 ２ の 面 を 定 め る 独 自 の 座
標 を 計 算 す る こ と が 望 ま し い 。 幾 つ か の 撮 像 医 用 機 器 が シ ス テ ム 中 第 １ の 撮 像 医 用 機 器 と
し て 機 能 し 得 る 。 こ の 場 合 、 座 標 変 換 の 実 行 は 、 第 ２ の 撮 像 医 用 機 器 に お い て 全 て の 他 の
撮 像 医 用 機 器 に 対 す る 基 準 座 標 を 記 憶 す る こ と を 必 要 と す る 。 第 ２ の 機 器 が 第 １ の 座 標 に
従 っ て 調 節 さ れ た 後 、 第 ２ の 画 像 が 形 成 さ れ 、 こ の 第 ２ の 画 像 は 第 １ の 画 像 に 解 剖 学 的 に
対 応 す る 。
【 ０ ０ ０ ７ 】
本 発 明 に よ る 方 法 の 第 １ の バ ー ジ ョ ン は 、 第 １ の 座 標 が シ ス テ ム 中 に 含 ま れ る コ ン ピ ュ ー
タ を 用 い て 利 用 で き る こ と を 特 徴 と す る 。 こ の バ ー ジ ョ ン に お け る コ ン ピ ュ ー タ は 、 第 １
の 撮 像 医 用 機 器 の 第 １ の 座 標 を 書 き 込 む 。 こ の バ ー ジ ョ ン は 、 第 １ の 座 標 が 第 ２ の 撮 像 医
用 機 器 に 合 う フ ォ ー マ ッ ト で 利 用 で き る よ う に さ れ る よ う コ ン ピ ュ ー タ が 配 置 さ れ る と い
っ た 利 点 を 提 供 す る 。 こ れ は 、 第 １ の 及 び 第 ２ の 撮 像 医 用 機 器 の フ ォ ー マ ッ ト が 共 用 で き
な い 情 況 に お い て 必 要 で あ る 。 シ ス テ ム 中 に コ ン ピ ュ ー タ を 組 み 込 む こ と の 更 な る 利 点 は
、 患 者 識 別 エ ラ ー を 回 避 す る よ う 患 者 に 関 す る 全 て の 情 報 が 記 憶 さ れ る 中 央 コ ン ピ ュ ー タ
と し て コ ン ピ ュ ー タ が 配 置 さ れ る こ と で あ る 。 中 央 コ ン ピ ュ ー タ の 存 在 に よ り 第 １ と 後 続
す る 画 像 の 捕 捉 間 に 重 要 な ポ ー ズ が 挿 入 さ れ る 場 合 に 撮 像 装 置 間 の デ ー タ 転 送 を 簡 略 化 す
る 。 更 に 、 シ ス テ ム の 通 信 プ ロ ト コ ル は 、 第 ２ の 撮 像 医 用 機 器 自 体 が 第 １ の 座 標 の 利 用 性
に 関 し て 中 央 コ ン ピ ュ ー タ に 近 づ く よ う 考 え ら れ る 。
【 ０ ０ ０ ８ 】
本 発 明 に よ る 更 な る バ ー ジ ョ ン は 、 各 接 続 さ れ た 撮 像 医 用 機 器 に 対 し て 基 準 座 標 系 が コ ン
ピ ュ ー タ 中 に 存 在 す る テ ー ブ ル に 記 憶 さ れ る こ と を 特 徴 と す る 。 こ の バ ー ジ ョ ン は 、 基 準
座 標 に 関 す る 全 て の 情 報 が コ ン ピ ュ ー タ に 記 憶 さ れ 、 個 々 の 撮 像 医 用 機 器 は 例 え ば 、 新 し
い 機 器 が 追 加 さ れ る 情 況 或 い は こ れ ま で 存 在 し た 機 器 が 除 去 さ れ る 情 況 に お い て 他 の 撮 像
医 用 機 器 の 構 造 に お け る ど の 変 化 に 関 す る 最 新 情 報 も 追 う 必 要 が な い と い っ た 利 点 を 提 供
す る 。
【 ０ ０ ０ ９ 】
本 発 明 に よ る 特 徴 の 更 な る バ ー ジ ョ ン は 、 第 ２ の 基 準 座 標 系 が 第 １ の 基 準 座 標 系 か ら コ ン
ピ ュ ー タ に よ っ て 計 算 さ れ る こ と を 特 徴 と す る 。 こ の バ ー ジ ョ ン は 、 第 ２ の 撮 像 医 用 機 器
が 座 標 変 換 動 作 を 実 施 す る 必 要 が な く 、 全 て の 座 標 変 換 が コ ン ピ ュ ー タ で 実 施 さ れ る と い
っ た 利 点 を 提 供 す る 。
【 ０ ０ １ ０ 】
本 発 明 に よ る 方 法 の 更 な る バ ー ジ ョ ン は 、 ２ 台 の 撮 像 医 用 機 器 を 直 接 的 に 相 互 接 続 す る ケ
ー ブ ル を 介 し て 第 １ の 座 標 が 利 用 で き る よ う に さ れ る こ と を 特 徴 と す る 。 こ の 特 別 な バ ー
ジ ョ ン は 、 幾 つ か の 撮 像 医 用 機 器 、 例 え ば 、 ２ 台 の 機 器 が 情 報 の 直 接 的 な 交 換 が 必 要 と な
る よ う に 協 働 す る 情 況 を 意 図 す る 。 こ れ ら ２ 台 の 医 用 機 器 間 で ケ ー ブ ル を 使 用 す る こ と は
、 デ ー タ 伝 送 用 の ケ ー ブ ル が ネ ッ ト ワ ー ク 或 い は 無 線 リ ン ク よ り も 干 渉 を 受 け に く い と い
っ た 利 点 を 提 供 す る 。 ２ 台 の 撮 像 医 用 機 器 を 含 む こ の よ う な シ ス テ ム の 例 が 、 Ｍ Ｒ 機 器 及
び Ｘ 線 機 器 の 組 み 合 わ せ か ら 成 り 、 上 記 機 器 の 両 方 は 、 例 え ば 、 心 臓 血 管 の 介 入 を 実 施 す
る た め に 使 用 さ れ る 。 介 入 中 、 患 者 は 、 こ れ ら ２ 台 の 医 用 機 器 間 で 移 動 さ れ 得 る 患 者 台 の
上 で 動 け な く さ れ る 。 更 に 、 こ れ ら ２ 台 の 医 用 機 器 の 基 準 座 標 系 の 間 で 関 係 が あ る こ と が
公 知 で あ る 。 第 １ の デ ー タ セ ッ ト 内 の 第 １ の 関 連 の あ る 面 の 選 択 後 、 及 び 、 第 １ の 座 標 が
こ の 第 １ の 面 に 割 り 当 て ら れ た 後 、 調 節 座 標 が デ ー タ 伝 送 ケ ー ブ ル を 介 し て Ｘ 線 機 器 に 供
給 さ れ る 。 そ の 後 、 患 者 は 同 じ 患 者 台 で Ｘ 線 機 器 に 移 動 さ れ る 。 調 節 座 標 は 、 患 者 台 に 対
す る Ｘ 線 機 器 の ガ ン ト リ ー の 位 置 を 決 定 し 、 そ れ に よ り Ｘ 線 画 像 が 形 成 さ れ る 。 こ の 方 法
に 従 っ て 形 成 さ れ る 患 者 の Ｘ 線 画 像 は 、 第 １ の 面 の 画 像 に 解 剖 学 的 に 対 応 す る 。 Ｍ Ｒ 機 器
と Ｘ 線 機 器 と の 間 で 協 働 す る こ の 方 法 は 、 Ｘ 線 機 器 に よ る 患 者 の 照 射 線 量 が 先 験 的 に 既 知
で あ る と い っ た 利 点 を 提 供 す る 。 照 射 線 量 の オ ン ラ イ ン 最 適 化 は 、 従 っ て 、 不 要 と な り 、
こ の よ う な 介 入 中 に 患 者 及 び 手 術 室 の ス タ ッ フ が 曝 さ れ る 全 体 的 な 放 射 線 量 は 減 少 さ れ る
。
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【 ０ ０ １ １ 】
本 発 明 の こ れ ら 及 び 他 の 面 は 、 幾 つ か の 図 面 を 参 照 し て 以 下 に 詳 細 に 説 明 す る 。
【 ０ ０ １ ２ 】
図 １ は 、 本 発 明 に よ る 解 剖 学 的 に 対 応 す る 画 像 を 生 成 す る 方 法 を 実 施 す る ２ 台 の 撮 像 医 用
機 器 １ ０ 、 ２ ０ に よ っ て 形 成 さ れ る シ ス テ ム １ ０ ０ の 実 施 例 を 示 す 図 で あ る 。 第 １ の 医 用
機 器 １ は 、 第 １ の デ ー タ セ ッ ト を 捕 捉 す る 手 段 １ １ を 有 す る 。 例 え ば 、 第 １ の 撮 像 医 用 機
器 が Ｍ Ｒ 機 器 で あ る と き 、 Ｒ Ｆ 信 号 を 発 生 し 検 出 す る 装 置 は 第 １ の デ ー タ セ ッ ト を 捕 捉 す
る 手 段 の 一 部 を 形 成 す る 。 Ｘ 線 機 器 の 場 合 、 Ｘ 線 管 及 び Ｘ 線 検 出 器 が 第 １ の デ ー タ セ ッ ト
を 捕 捉 す る 手 段 の 一 部 を 形 成 す る 。
【 ０ ０ １ ３ 】
患 者 内 の 調 べ ら れ た ボ リ ュ ー ム か ら 捕 捉 さ れ る 信 号 の 第 １ の 機 器 １ ０ の 設 定 に 対 す る 局 所
的 な 割 り 当 て に 関 し て 、 第 １ の 機 器 １ ０ に は 第 １ の 撮 像 医 用 機 器 に 対 す る 第 １ の 座 標 を 第
１ の 画 像 を 含 む 面 に 割 り 当 て る 割 り 当 て 手 段 １ ２ が 設 け ら れ る 。 診 断 に 関 係 の あ る 第 １ の
画 像 が 既 に 捕 捉 さ れ た デ ー タ セ ッ ト か ら 選 択 さ れ る べ き 場 合 の た め に 、 第 １ の 撮 像 医 用 機
器 は 選 択 手 段 １ ３ を 含 む 。 こ の よ う な 選 択 手 段 の 例 は 、 デ ー タ 処 理 段 階 を 実 行 す る コ ン ピ
ュ ー タ プ ロ グ ラ ム を 含 む 。 割 り 当 て 手 段 １ ２ は 、 そ の 後 、 第 １ の 撮 像 医 用 機 器 に 対 し て 選
択 さ れ た 画 像 に 第 １ の 座 標 を 割 り 当 て る 。 第 １ の 撮 像 医 用 機 器 １ ０ は 、 第 １ の 座 標 を 第 ２
の 機 器 ２ ０ に 利 用 で き る よ う に さ せ る 手 段 も 含 む 。 こ の よ う な 手 段 の 例 は 、 標 準 Ｔ Ｃ Ｐ ／
Ｉ Ｐ 通 信 プ ロ ト コ ル を 含 む 。
【 ０ ０ １ ４ 】
患 者 は 、 そ の 後 、 画 像 を 捕 捉 す る 手 段 を 含 む 第 ２ の 撮 像 医 用 機 器 ２ ０ を 用 い て 検 査 さ れ る
。 患 者 に 対 し て 第 １ の 撮 像 医 用 機 器 の 調 節 に 従 っ て 第 ２ の 撮 像 医 用 機 器 ２ ０ を 調 節 す る た
め に 、 機 器 ２ ０ は 、 第 １ の 機 器 １ ０ か ら 利 用 で き る 第 １ の 座 標 を 書 き 込 む 手 段 ２ ４ を 含 む
。 こ の 書 き 込 み 段 階 は 、 本 質 的 に 公 知 の 通 信 プ ロ ト コ ル 、 例 え ば 、 Ｔ Ｃ Ｐ ／ Ｉ Ｐ プ ロ ト コ
ル を 用 い て 実 施 さ れ 得 る 。 第 ２ の 機 器 が 第 １ の 機 器 以 外 の 種 類 で あ る と き 、 第 １ の 機 器 か
ら 第 ２ の 機 器 に 座 標 変 換 を 実 施 す る 必 要 が あ る 。 こ の 段 階 は 、 変 換 手 段 ２ ６ を 用 い て 実 施
さ れ 得 る 。 こ の よ う な 変 換 手 段 の 例 は 、 第 ２ の 機 器 に 記 憶 さ れ る 変 換 テ ー ブ ル を 含 む 。 第
２ の 機 器 を 用 い て 第 １ の 画 像 に 解 剖 学 的 に 対 応 す る 画 像 を 捕 捉 す る た め に は 、 第 ２ の 機 器
は 第 １ の 座 標 に 従 っ て 調 節 さ れ な く て は な ら な い 。 こ の 段 階 は 、 調 節 手 段 ２ ５ を 用 い て 実
行 さ れ る 。 そ の 後 、 第 １ の 画 像 に 解 剖 学 的 に 対 応 す る 画 像 が 第 ２ の 機 器 ２ ０ の 手 段 ２ １ を
用 い て 捕 捉 さ れ る 。 所 望 で あ れ ば 、 第 １ の 座 標 を 利 用 で き る よ う に す る こ と 、 第 １ の 座 標
の 書 き 込 み 、 及 び 、 第 ２ の 機 器 に 適 切 な 座 標 へ の 第 １ の 座 標 の 変 換 に 関 す る 動 作 上 の 段 階
の 実 行 は 、 シ ス テ ム 中 に 含 ま れ る コ ン ピ ュ ー タ に 任 さ れ る 。 上 記 機 能 が コ ン ピ ュ ー タ に 任
さ れ る 例 を 図 １ 中 の 機 能 ブ ロ ッ ク ３ ０ に よ っ て 図 式 で 示 す 。
【 ０ ０ １ ５ 】
図 ２ は 、 本 発 明 に よ る 方 法 を 実 行 す る た め の ２ 台 の 撮 像 医 用 機 器 １ と ２ と の 間 の 協 働 を 図
式 で 示 す 図 で あ り 、 上 記 機 器 は デ ー タ 伝 送 ケ ー ブ ル ３ を 用 い て 相 互 接 続 さ れ て い る 。 第 １
の 機 器 １ は 、 Ｍ Ｒ 機 器 で あ り 、 第 ２ の 機 器 ２ は Ｘ 線 機 器 で あ る 。 ２ 台 の 撮 像 医 用 機 器 の こ
の よ う な 協 働 の 例 と し て 、 治 療 さ れ る べ き 領 域 が Ｍ Ｒ 機 器 を 用 い て 画 成 さ れ 、 そ の 後 、 Ｘ
線 機 器 を 用 い て 検 査 さ れ る 、 頭 蓋 へ の 一 連 の 介 入 が あ る 。 検 査 さ れ る べ き 患 者 は 、 上 記 機
器 の 台 支 持 シ ス テ ム ６ と ８ と の 間 で 移 動 さ れ 得 る 患 者 台 ４ の 上 で 動 け な く さ れ る 。 医 用 機
器 の こ の 組 立 体 の 適 切 な 動 作 に 関 し て 、 夫 々 の 座 標 系 の 関 係 が 公 知 で あ り 、 例 え ば 、 一 方
の 機 器 に 記 憶 さ れ て い る こ と が 望 ま し い 。 組 立 体 は 、 次 の よ う に 動 作 す る ： 最 初 に 画 像 が
Ｍ Ｒ 機 器 １ を 用 い て 形 成 さ れ る 。 そ の 後 、 患 者 が 同 じ 患 者 台 ４ の 上 で Ｘ 線 機 器 ２ に 移 動 さ
れ 、 そ こ で 解 剖 学 的 に 適 合 す る 画 像 が 形 成 さ れ る 。 患 者 台 に 対 す る 患 者 の 位 置 が 医 用 機 器
１ と ２ に よ る 露 光 の 間 で 変 化 さ れ な い た め 、 第 ２ の 機 器 ２ に よ る 第 １ の 画 像 に 解 剖 学 的 に
対 応 す る 画 像 を 捕 捉 す る 手 段 ２ １ を 調 節 す る こ と が 簡 単 で あ る 。 必 要 な 調 節 パ ラ メ ー タ は
、 デ ー タ 伝 送 ケ ー ブ ル ３ を 介 し て 第 ２ の 機 器 に 利 用 で き る よ う に さ れ る 。
【 図 面 の 簡 単 な 説 明 】
【 図 １ 】
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本 発 明 に よ る 方 法 を 実 施 す る シ ス テ ム を 示 す 図 で あ る 。
【 図 ２ 】
機 器 が 伝 送 ケ ー ブ ル に よ っ て 相 互 接 続 さ れ て い る 、 図 １ に 示 す シ ス テ ム の 例 を 示 す 図 で あ
る 。
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